
IC カード乗車券取扱約款 

第 1 章 総則 

（この約款の目的） 

第１条 この約款は、高松琴平電気鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、ＩＣカードを媒体とした

定期乗車券及びストアードフェアカード（以下「ＩＣカード乗車券」といいます。）による当社線に

係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図るこ

とを目的とします。 

（適用範囲） 

第２条 当社が発行するＩＣカード乗車券（以下「ＩｒｕＣａ乗車券」といいます。）による当社線に係る旅

客の運送等については、この約款の定めるところによります。 

２ この約款が改定された場合、以後のＩｒｕＣａ乗車券による旅客の運送等については、改定された

約款の定めるところによります。 

３ この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。 

別に定めるものの主なものには、旅客営業規則（平成１７年１２月６日高松琴平電気鉄道株式会社 

公告）があります。 

（用語の意義） 

第３条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

（１）「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。 

（２）「ＳＦ（ストアードフェア）」とは、ＩｒｕＣａ乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運

賃の支払いに充当するものをいいます。 

（３）「ＩｒｕＣａ」とは、ストアードフェアカード（切符を購入するのではなく、改札機で直接運賃

の支払を行うカード）の機能のみをもつＩＣカード乗車券をいいます。 

（４）「ＩｒｕＣａ定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券とスト

アードフェアカードの機能をもつＩＣカード乗車券をいいます。 

（５）「自動改札機」とは、ＩｒｕＣａ乗車券の改札を行う改札機をいいます。 

（６）「携帯端末」とは、ＩｒｕＣａ乗車券に入金してＳＦの積み増し、ＩｒｕＣａ乗車券の改札及び

精算を行う機器をいいます。 

（７）「チャージ」とは、ＩｒｕＣａ乗車券に入金してＳＦを積み増しすることをいいます。 

（８）「デポジット」とは、返却することを条件にＩＣカードの利用権の代価として収受するものをい

います。 

（IruCa 乗車券の種類） 

第４条 ＩｒｕＣａ及びＩｒｕＣａ定期券の種類は別表１に定めるものとします。 

（契約の成立時期及び適用規程） 

第５条 ＩｒｕＣａ乗車券による契約の成立時期は、ＩｒｕＣａ乗車券を購入したときとします。 

２ 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機による改札、若しくは携帯端末に

よる改札を受けたときとします。 

（約款等の変更） 

第６条 この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがあります。 

 



（旅客の同意） 

第７条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとしま

す。 

（利用エリア） 

第８条 ＩｒｕＣａ乗車券の利用エリアは当社線全線とします。 

（利用方法） 

第９条 ＩｒｕＣａ乗車券を用いて乗車するときは、前条に定める利用エリア内の駅相互間を自動改札機によ

る改札、若しくは携帯端末による改札を受けて入場し、同一のＩｒｕＣａ乗車券により自動改札機に

よる改札、若しくは携帯端末による改札を受けて出場しなければなりません。 

２ 前項の定めにかかわらず、ＩｒｕＣａ乗車券は、ＩｒｕＣａ取扱い窓口または携帯端末で精算する

ことができます。 

（発売箇所） 

第１０条 ＩｒｕＣａの発売はＩｒｕＣａ取扱い窓口、ＩｒｕＣａ定期券の発売はＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口

で行います。 

（制限事項等） 

第１１条 １回の乗車につき、２枚以上のＩｒｕＣａ乗車券を同時に使用することはできません。 

２ 入場時に使用したＩｒｕＣａ乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ＩｒｕＣａ乗車券で再

び入場することはできません。 

３ 次の各号の１に該当する場合には、ＩｒｕＣａ乗車券は直接自動改札機で使用することができませ

ん。 

（１）入場時にＳＦ残額がない（０円）とき（ＩｒｕＣａ定期券の券面に表示された有効期間内で券

面表示区間内から入場する場合を除きます。） 

（２）出場時にＳＦ残額が減額する運賃相当額に満たないとき 

（３）ＩｒｕＣａ乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるＩｒｕＣａ乗

車券の内容の読み取りが不能となったとき 

４ 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 

５ ＩｒｕＣａ取扱い窓口または携帯端末で精算する場合を除いて、他の乗車券と併用して使用するこ

とはできません。 

６ 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａ乗車券を使用することはできません。 

（制限又は停止） 

第１２条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をするこ

とがあります。 

（１）発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止 

（２）乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法の制限 

２ 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 

３ 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。 

（IC カードの所有権） 

第１３条 ＩｒｕＣａ乗車券に使用するＩＣカードの所有権は当社に帰属します。 

２ ＩｒｕＣａ乗車券が不要となったとき及びそのＩｒｕＣａ乗車券の所持資格を失ったときは、ＩＣ

カードを返却しなければなりません。 

３ 当社の都合により、予告なく貸与したＩＣ力一ドを交換することがあります。 



（デポジット） 

第１４条 当社はＩｒｕＣａ乗車券を発売するにあたり、ＩＣカードを旅客に貸与するものとします。この場

合、デポジットとしてＩＣカード１枚につき５００円を収受します。 

２ 前項にかかわらず、デポジットの額を変更することがあります。 

３ ＩｒｕＣａ乗車券として利用したＩＣカードを旅客が返却したときは、第 15 条、第 24 条、第 25

条、第 39 条又は第 40 条に定める場合を除き、当社は発売時に収受したデポジットと同額を返却し

ます。 

４ デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。 

（IruCa 乗車券の失効） 

第１５条 カードの交換、ＳＦの使用、ＳＦのチャージ又はＩｒｕＣａ乗車券の更新のいずれかの取扱いを行っ

た日の翌日を起算日として、１０年間これらの取扱いが行われない場合にはＩｒｕＣａ乗車券は失効

します。 

２ 前項により失効したＩＣカードのＳＦ及びデポジットの返却を請求することはできません。 

（チャージ） 

第１６条 ＩｒｕＣａ乗車券は、自動チャージ機、携帯端末、ＩｒｕＣａ取扱い窓口でチャージすることができ

ます。 

２ ＩｒｕＣａ乗車券には、別表２に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、１

枚当たりのＳＦの残額は２０,０００円を超えることはできません。 

（SF 残額の確認） 

第１７条 旅客は、ＩｒｕＣａ乗車券のＳＦ残額を自動チャージ機、携帯端末、ＩｒｕＣａ取扱い窓口又は自動

改札機で確認することができます。 

（SF 利用履歴の確認） 

第１８条 旅客はＩｒｕＣａ乗車券の利用履歴をＩｒｕＣａ取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認する

ことができます。 

（１）利用履歴は、最近の利用履歴から６０件までさかのぼって印字することができます。 

（２）利用履歴の印字内容は、ＳＦを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とします。 

（３）次の場合、利用履歴の確認はできません。 

ア 出場処理がされていない利用履歴 

イ 第 9 条の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったと

きの利用履歴 

ウ 26 週間を経過した利用履歴 

第 2 章 IruCa 

（IruCa 所持資格） 

第１９条 ＩｒｕＣａ各種カードの所持資格は別表３－１に定めるものとします。 

２ 「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」の

購入に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表５－１に定めるＩｒｕＣａ乗車券購入申

込書、ゴールドＩｒｕＣａについては別表５－２に定めるゴールドＩｒｕＣａ専用購入申込書に記

載し、提出しなければなりません。 

３ 「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」は

個人で複数枚を所持することはできません。 



（発売額） 

第２０条 ＩｒｕＣａの発売額は２,０００円（デポジット５００円を含む。）です。 

２ 前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。 

（更新期限） 

第２１条 「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」には

カード利用の更新期限があります。各種ＩｒｕＣａの更新期限は別表３－１に定めるものとし、 

「スクールＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」の更新はＩｒｕＣａ取扱い窓口において更新期限の

14 日前より受け付けます。「グリーンＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」の更新はＩｒｕＣａ取扱

い窓口において随時受け付けます。「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒ

ｕＣａ」の更新手続きには学生証・公的証明書・身体障害者手帳等の提示による本人確認が必要とな

ります。 

２ 更新手続きのためだけの乗車に限り、最寄りのＩｒｕＣａ取扱い窓口がある駅までの旅客運賃は無

賃扱いとします。 

（運賃の減額） 

第２２条 ＩｒｕＣａを第 9 条の規定により使用する場合、出場時にＩｒｕＣａのＳＦから当該乗車区間の片道

普通旅客運賃を減額します。この場合、「グリーンＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」は片道普通

旅客運賃の半額の運賃を、「キッズ ＩｒｕＣａ」は小児片道普通旅客運賃を、その他のＩｒｕＣａ

にあっては片道普通旅客運賃を出場時にＳＦから減額します。 

（効力） 

第２３条 第 9 条の規定により使用する場合のＩｒｕＣａの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）当該乗車区間において、片道１回の乗車に限り有効なものとします。また、「フリーＩｒｕＣ

ａ」から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児が使用する

ことができます。 

（２）「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」

は記名人のみが使用することができます。 

（３）途中下車の取扱いはしません。 

（４）入場後は、当日に限り有効とします。 

（無効となる場合） 

第２４条 ＩｒｕＣａは、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却

しません。 

（１）「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」

を本人以外の者が使用した場合 

（２）ＩｒｕＣａを所持する旅客が別表３－１で定める所持資格を失った後に当該ＩｒｕＣａを使用

した場合 

（３）旅行開始後のＩｒｕＣａを他人から譲り受けて使用した場合 

（４）その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａを使用した場合は、前各項の規定を準用します。 

（不正使用未遂の場合の取扱方） 

第２５条 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａを使用しようとした場合は、これを無効として回収しま

す。 

２ 前項に規定するほか、ＩｒｕＣａを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効と



して回収することがあります。 

３ 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。 

（不正使用等に対する旅客運賃･増運賃の収受等） 

第２６条 第 24 条第１項の規定により、ＩｒｕＣａを無効として回収した場合は、旅客の乗車駅からの区間に

対する片道普通旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 

２ 前項の規定により片道普通旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない

場合は、その列車の出発駅（接続列車がある場合で、接続列車に乗車したことが明らかなときは、

接続列車の出発駅）から乗車したものとして計算します。 

（紛失再発行） 

第２７条 ＩｒｕＣａを紛失した場合、旅客が別に定める申込書をＩｒｕＣａ取扱い窓口に提出したときは、次

の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したＩｒｕＣａの使用停止措置を行い、その翌々日の窓口

営業日から１４日以内に再発行を行います。 

（１）申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求す

る旅客が当該ＩｒｕＣａ記名人本人であることを証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。 

（３）再発行を行う前に、ＩｒｕＣａの処理を行う全ての機器に対して当該ＩｒｕＣａの使用停止措

置が完了していること。 

２ 「フリーＩｒｕＣａ」であっても、前項（2）の情報を登録したカードについては再発行が可能で

す。 

３ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するＩｒｕＣａ１枚につき紛失再発行の手数料１

００円とデポジット５００円を現金で収受します。 

４ 当該ＩｒｕＣａの使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。 

５ 第１項及び第２項の取扱いを行った後に、紛失したＩｒｕＣａを発見した場合は、旅客は、これを

ＩｒｕＣａの払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。こ

の場合、旅客が紛失したＩｒｕＣａとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示

により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 

（当社の免責事項） 

第２８条 紛失したＩｒｕＣａの使用停止措置が完了するまでの間に当該ＩｒｕＣａの払いもどしやＳＦの使用

等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。 

（障害再発行） 

第２９条 ＩｒｕＣａの破損等によってＩｒｕＣａの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因

が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をＩｒｕＣａ取扱い窓口に提出した

ときは、当該ＩｒｕＣａのＳＦ残額と同額のＩｒｕＣａの再発行の取扱いを行うことがあります。た

だし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行

いません。 

（払いもどし） 

第３０条 旅客は、ＩｒｕＣａが不要となった場合は、これをＩｒｕＣａ取扱い窓口に差し出して、当該Ｉｒｕ

ＣａのＳＦ残額の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出

し、かつ公的証明書等の提示により当該ＩｒｕＣａの記名人本人であることを証明したとき（無記名

の「フリーＩｒｕＣａ」はこの限りでない）に限って払いもどしを行い、デポジットを返却します。

この場合、手数料としてＩｒｕＣａ１枚につき１００円を収受します。 



２ 前項にかかわらず、ＩｒｕＣａを所持する旅客が別表３－１で定める所持資格を失ったＩｒｕＣａ

乗車券の払いもどしを請求する場合は、手数料を収受しません。 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第３１条 旅客は、ＩｒｕＣａで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出

場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けな

ければなりません。 

２ 旅客は、ＩｒｕＣａで入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、カードの発駅情報の消

去処理を受けなければなりません。ただし、一定時間内であれば自動改札機により発駅情報を消去

することができます。 

（列車の運行不能の場合の取扱方） 

第３２条 自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の１に定めるいずれか

の取扱いを選択のうえ請求することができます。 

（１）発駅までの無賃送還 

この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時にはカードの発

駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取

扱いを適用します。 

（２）発駅に至る途中駅までの無賃送還 

この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてＩｒｕＣａのＳＦ

残額から減額します。 

（３）不通区間の別途旅行 

運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行

中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてＩｒｕＣａのＳＦ残額から減額し

ます。 

２ 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところにより

ます。 

（回数割引） 

第３３条 第 22 条による減額を行う場合、「スクールＩｒｕＣａ」は、利用回数に応じた割引（以下「回数割

引」といいます。）を適用した割引後の額を減額します。なお、回数割引の割引額は、片道普通旅客

運賃に別表４で定める利用回数に応じた割引率を乗じ、計算で生じた１０円未満の端数は切捨てま

す。ただし、切捨てることにより割引が生じない場合に限り切上げます。 

２ 回数割引の適用期間は、カード購入後の初回入場日を割引開始日とし、その日から１ヶ月後を割引

終了日とします。さらに、割引終了日を過ぎた初回入場日を新たな割引開始日とし、その日から１

ヶ月後を次の割引終了日とします。以降、この適用期間を繰り返します。 

３ 回数割引の割引率を求める利用回数は、割引を受けようとする乗車を含めて積算した利用回数で

す。なお、割引開始日から積算を開始し割引終了日を過ぎた時点でそれまで積算してきた利用回数

は初期化されます。 

４ 前項にかかわらず、割引率を変更することがあります。 

５ 「フリーＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」には

回数割引は適用されません。 

 

（乗継割引） 



第３４条 「フリーＩｒｕＣａ」、「スクールＩｒｕＣａ」を使用して当社の電車とことでんバス株式会社等当社

が定めるバス事業者（以下「バス事業者」といいます。）のバスを同日中に乗り継いだ場合、電車と

バスを乗り継いだことによる割引（以下「乗継割引」といいます。）を適用した割引後の額を減額し

ます。ただし、電車からバスに乗り継いで既にバス運賃で乗継割引の適用を受けた場合は、その後電

車に乗り継いでも、連続して乗継割引の適用はありません。 

２ 乗継割引は、当社、バス事業者及び高松市補助金の合計１００円を運賃から割引きます。 

３ 前項にかかわらず、割引額を変更することがあります。 

４ 「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」には乗継割引は適用されま

せん。 

第 3 章 IruCa 定期券 

（IruCa 定期券所持資格） 

第３５条 ＩｒｕＣａ定期券には、通勤定期券・通学定期券があります。ＩｒｕＣａ定期券の所持資格は別表３

－２に定めるものとします。 

２ 旅客は、ＩｒｕＣａ定期券の購入に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表５－１に定

めるＩｒｕＣａ乗車券購入申込書に記載し、提出しなければなりません。また、障害者割引の適用

条件は別表３－３に定めるものとします。 

３ ＩｒｕＣａ定期券の新規購入、継続購入は有効開始日の１４日前からです。 

４ ＩｒｕＣａ定期券購入のためだけの乗車に限り、最寄りのＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口がある駅ま

での旅客運賃は無賃扱いとします。 

（運賃の減額等） 

第３６条 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として

取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、「こども用ＩｒｕＣａ定期

券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者用ＩｒｕＣａ定期券」にあっては片道普通旅客運

賃の半額を、その他のＩｒｕＣａ定期券にあっては片道普通旅客運賃を収受します。 

２ 券面表示区間を挟んで、券面表示区間外の駅相互間を乗車するとき、前後の券面表示区間外乗車運

賃の合計額よりも通し運賃が安価となる場合は、通し運賃を収受します。 

３ 券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間

の片道普通旅客運賃を収受します。この場合、「こども用ＩｒｕＣａ定期券」にあっては小児片道普

通旅客運賃を、「障害者用ＩｒｕＣａ定期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、その他のＩｒ

ｕＣａ定期券にあっては片道普通旅客運賃を収受します。 

４ 前各項において、ＳＦ残高が減額しようとする運賃以上であるときは、ＳＦから減額します。この

場合、「こども用ＩｒｕＣａ定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者用ＩｒｕＣａ定

期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、その他のＩｒｕＣａ定期券にあっては片道普通旅客

運賃を収受します。 

（再印字） 

第３７条 ＩｒｕＣａ定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。 

２ 券面表示事項が不明となったＩｒｕＣａ定期券は、これをＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口に差し出し

て、券面表示事項の再印字を請求することができます。 

（効力） 

第３８条 ＩｒｕＣａ定期券は、記名人のみが使用することができます。 



２ 第 16 条の規定によりＳＦをチャージしたＩｒｕＣａ定期券にあっては、ＩｒｕＣａ定期券の券面

表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、

第 22 条の規定を準用して乗車することができます。 

（無効となる場合） 

第３９条 ＩｒｕＣａ定期券は、次の各号の１に該当する場合、無効として回収します。この場合デポジットは

返却しません。 

（１）記名人以外の者が使用した場合 

（２）券面表示事項が不明となったＩｒｕＣａ定期券を使用した場合 

（３）使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したＩｒｕＣａ定期券を使用した場合 

（４）券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

（５）ＩｒｕＣａ定期券を所持する旅客が別表３－２で定める所持資格を失った後に当該ＩｒｕＣａ定

期券を使用した場合 

（６）その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａ定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用しま

す。 

（不正使用未遂の場合の取扱方） 

第４０条 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａ定期券を使用しようとした場合は、これを無効として回

収します。 

２ 前項に規定するほか、ＩｒｕＣａ定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを

無効として回収することがあります。 

３ 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。 

（不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等） 

第４１条 第 39 条第１項の規定により、ＩｒｕＣａ定期券を無効として回収した場合は、第 26 条及び当社旅客

営業規則第 105 条により定められた旅客運賃・増運賃を収受します。 

（紛失再発行） 

第４２条 ＩｒｕＣａ定期券の記名人が当該ＩｒｕＣａ定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をＩｒｕＣ

ａ定期券取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したＩｒｕＣａ定

期券（ＳＦ残額がある場合は当該ＳＦを含みます。）の使用停止措置を行い、その翌々日の窓口営業

日から１４日以内に再発行を行います。 

（１）申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する

旅客が当該ＩｒｕＣａ定期券の記名人本人であることを証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。 

（３）再発行を行う前に、ＩｒｕＣａ定期券の処理を行う全ての機器に対して当該ＩｒｕＣａ定期券の

使用停止措置が完了していること。 

２ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するＩｒｕＣａ定期券１枚につき紛失再発行の手

数料１００円とデポジット５００円を現金で収受します。 

３ 当該ＩｒｕＣａ定期券の使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。 

４ 第１項及び第２項の取扱いを行った後に、紛失したＩｒｕＣａ定期券を発見した場合は、旅客は、

これをＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。

この場合、旅客が紛失したＩｒｕＣａ定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書

等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 



（当社の免責事項） 

第４３条 紛失したＩｒｕＣａ定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該ＩｒｕＣａ定期券の払いもど

しやＳＦの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。 

（障害再発行） 

第４４条 ＩｒｕＣａ定期券の破損等によってＩｒｕＣａ定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場

合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をＩｒｕＣａ定期券取

扱い窓口に提出したときは、当該ＩｒｕＣａ定期券（ＳＦ残高がある場合は当該ＳＦを含みます。）

の再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場

合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。 

（払いもどし） 

第４５条 旅客は、ＩｒｕＣａ定期券が不要となった場合は、これをＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口に差し出し

て、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公

的証明書等の提示により当該ＩｒｕＣａ定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次

の各号により払いもどしを行います。 

（１）券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及

びＳＦ残額を払いもどします。 

（２）券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定

期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びＳＦの残額を払い

もどします。 

（３）券面表示の有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はＳＦ残額を払いもど

します。 

（４）前各号により取り扱う場合は、手数料としてＩｒｕＣａ定期券１枚につき１００円を収受しま

す。 

（５）前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。 

２ ＳＦのみの払いもどしを請求することはできません。 

３ 前項にかかわらずＩｒｕＣａ定期券を所持する旅客が別表３－２に定める所持資格を失ったことに

より当該ＩｒｕＣａ定期券の払いもどしを請求する場合はＳＦのみの払いもどしを行ないます。こ

の場合、手数料は収受しません。 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第４６条 旅客は、ＩｒｕＣａ定期券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車

して出場する場合は、実際乗車区間（券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。）の

普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 

２ 旅客は、ＩｒｕＣａ定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、発駅情報の消去

処理を受けなければなりません。ただし、一定時間内であれば出場用の自動改札機により発駅情報

を消去することができます。 

（列車の運行不能の場合の取扱方） 

第４７条 券面表示が有効期間内のＩｒｕＣａ定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機に

よる改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客営業規則第 122 条に定める定期乗車券の

取扱い、によるほか、SF をチャージしたＩｒｕＣａ定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合

又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第 32 条

の規定に準じて取り扱います。 



２ 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところにより

ます。 

第 4 章 IC カード乗車券の他社利用 

（他社でのＩｒｕＣａ乗車券による乗車の取扱方） 

第４８条 第 8 条の規定にかかわらず、当社以外でＩｒｕＣａ乗車券が利用できる施設（以下、「他の施設」と

いいます。）において、ＩｒｕＣａ乗車券による乗車の取扱いを行います。 

２ ＩｒｕＣａ乗車券が利用できる他の施設は次のとおりです。 

・ことでんバス株式会社の定めるバス路線内 

・小豆島オリーブバス株式会社の定めるバス路線内 

・大川自動車株式会社の定めるバス路線内 

・高松市等香川県内の自治体が定めるコミュニティ・バス及び乗合タクシー路線内 

（他の施設における取扱範囲等） 

第４９条 他の施設におけるＩｒｕＣａ乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによります。 

第 5 章 IruCa 提携カード 

（ＩｒｕＣａ提携カードの取扱い） 

第５０条 企業・学校など他の団体と提携して発行するＩｒｕＣａ提携カードの取扱いについては、当該団体と

の間で定めるところによります。 

第 6 章 他社が発行した IC カード乗車券 

（他社が発行したＩＣカード乗車券による乗車等の取扱い） 

第５１条 他社が発行したＩＣカード乗車券のうち、当社で利用が可能なものについては、当社線内において乗

車等の取扱いを行います。 

２ 他社が発行したＩＣカード乗車券のうち、当社線で利用が可能なＩＣカード乗車券は次のとおりと

します。ただし、各社が発行する特定割引（小人割引を除く）が設定されているカードは使用でき

ないものとします。 

（1） Kitaca （北海道旅客鉄道株式会社発行） 

（2） PASMO （株式会社パスモ発行） 

（3） SuＩＣa （東日本旅客鉄道株式会社発行） 

（4） モノレール SuＩＣa （東京モノレール株式会社発行） 

（5） りんかい SuＩＣa （東京臨海高速鉄道株式会社発行） 

（6） manaca/マナカ  （株式会社エムアイシー/株式会社名古屋交通開発機構発行） 

（7） TOＩＣA （東海旅客鉄道株式会社発行） 

（8） PiTaPa （株式会社スルッと KANSAI 発行） 

（9） ＩＣOCA （西日本旅客鉄道株式会社発行） 

（10）はやかけん （福岡市交通局発行） 

（11）nimoca （株式会社ニモカ発行） 

（12）SUGOCA （九州旅客鉄道株式会社発行） 

３ 前項に定めるＩＣカード乗車券で当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第 5 条から第 9 条

まで、第 11 条、第 12 条、第 22 条から第 26 条まで、第 31 条、第 32 条の規定を準用します。この



場合、他社が発行したＩＣカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ＩｒｕＣａ」

の規定を準用するものとします。 

４ 他社が発行したＩＣカード乗車券に対するＩｒｕＣａポイントサービスの取扱い、他社ＩＣカード

乗車券の発売、券面表示事項の再印字、個人情報の書換え、紛失再発行、障害再発行、交換、移し

替え、払いもどしを行いません。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券の使用方法） 

第５２条 他社が発行したＩＣカード乗車券を用いて乗車するときは、第８条に定める利用エリア内の駅相互間

を自動改札機による改札を受けて入場し、同一のＩＣカード乗車券で自動改札機による改札を受けて

出場しなければなりません。 

２ 前項の定めにかかわらず、他社が発行したＩＣカード乗車券は、ＩｒｕＣａ取扱い窓口で精算する

ことができます。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券の所有権） 

第５３条 他社が発行したＩＣカード乗車券の所有権は、発行者局の約款および取扱い規則によります。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券のチャージ） 

第５４条 他社が発行したＩＣカード乗車券は、ＩｒｕＣａ取扱い窓口でチャージすることができます。 

２ 他社が発行したＩＣカード乗車券のチャージ限度額については、発行者局の約款および取扱い規則

によります。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券のＳＦ残額の確認） 

第５５条 旅客は、他社が発行したＩＣカード乗車券のＳＦ残額を携帯端末、ＩｒｕＣａ取扱い窓口又は自動改

札機で確認することができます。 

（ＳＦ利用履歴の確認） 

第５６条 旅客は他社が発行したＩＣカード乗車券の利用履歴をＩｒｕＣａ取扱い窓口にて、次の各号に定める

とおり確認することができます。 

（１）利用履歴は、最新２６週間の利用履歴から２０件までさかのぼって印字することができます。た

だし、当社内の利用履歴以外について印字できないものがあります。 

（２）利用履歴の印字内容は、ＳＦを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とします。ただし、

当社内の利用履歴以外について表示できないものがあります。 

（３）次の場合、利用履歴の確認はできません。 

ア 出場処理がされていない利用履歴 

イ 第 52 条の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかった

ときの利用履歴 

ウ 26 週間を経過した利用履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則 この公告は、平成１６年１１月２４日から施行します。 

一部改定 平成２１年３月３１日 

一部改定 平成２３年１月１１日 

一部改定 平成２４年４月１日 

一部改定 平成２６年１０月１日 

一部改定 平成２９年１０月１日 

一部改定 平成３０年３月３日 

一部改定 ２０２０年１１月２８日 

一部改定 ２０２1 年１０月１日 

一部改定 ２０２1 年１２月１日 

一部改定 ２０２３年１２月１５日 

一部改訂 ２０２６年２月１日 

 

【ＩｒｕＣａ取扱い窓口のある駅】 

琴平線 高松築港・片原町・瓦町・栗林公園・伏石・太田・仏生山・一宮・綾川・琴電琴平 

長尾線 高田・長尾 

志度線 八栗・琴電志度 

 

【ＩｒｕＣａ定期券取扱い窓口のある駅】 

琴平線 高松築港・片原町・瓦町・栗林公園・伏石・太田・仏生山・一宮・琴電琴平 

長尾線 高田 

志度線 八栗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第４条）ＩｒｕＣａ乗車券の種類 

種類 対象 

ＩｒｕＣａ 

フリーＩｒｕＣａ 
一般の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ

乗車券をいいます。 

スクールＩｒｕＣ

ａ 

学生の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ

乗車券をいいます。 

グリーンＩｒｕＣ

ａ 

障害者の方を対象としたストアードフェアカードの機能をも

つ乗車券をいいます。 

キッズＩｒｕＣａ 
小児の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ

乗車券をいいます。 

ゴールドＩｒｕＣ

ａ 

高松市または綾川町在住で満 70 歳以上の方を対象としたス

トアードフェアカードの機能をもつ乗車券をいいます。 

ＩｒｕＣａ 

定期券 

通勤 

ＩｒｕＣａ 

定期券 

大人 
一般の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ

定期券をいいます。 

こども 
小児の方を対象としたストアードフェアカード（キッズＩｒ

ｕＣａ）の機能をもつ定期券をいいます。 

障害者 
障害者の方を対象としたストアードフェアカード（グリーン

ＩｒｕＣａ）の機能をもつ定期券をいいます。 

通学 

ＩｒｕＣａ 

定期券 

大人 
通学を目的とする一般の方を対象としたストアードフェアカ

ードの機能をもつ定期券をいいます。 

こども 
通学を目的とする小児の方を対象としたストアードフェアカ

ード（キッズＩｒｕＣａ）の機能をもつ定期券をいいます。 

障害者 

通学を目的とする障害者の方を対象としたストアードフェア

カード（グリーンＩｒｕＣａ）の機能をもつ定期券をいいま

す。 

 

別表２（第１６条）チャージ額 

取扱い機器 １回あたりのチャージ取扱金額 

ＩｒｕＣａ乗車券発売窓口 2 万円以下の 1,000 円単位の任意の額 

自動チャージ機 1,000 円・2,000 円・5,000 円・10,000 円 

携帯端末 500 円・1,000 円・2,000 円・3,000 円・5,000 円・10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３－１（第１９条）ＩｒｕＣａの所持資格 

発売券種 所持資格 更新期限 

フリーＩｒｕＣａ なし なし 

スクールＩｒｕＣａ 
学校教育法第 1 条に規定された学校及び同法 82 条・83 条に規定さ

れかつ当社が指定した学校の生徒の方が所持できます。 

毎年 

3 月 31 日 

グリーンＩｒｕＣａ 

１）身体障害者手帳・療育手帳・被爆者手帳・精神障害者保健福祉手

帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種または第２種の記載の

あるものに限る）の交付を受けた方が所持できます。 

２）第 1 種身体障害者手帳・第 1 種療育手帳・第 1 種精神障害者保

健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種の記載のあ

るものに限る）の交付を受けた方が介護者と同一の期間・区間を同

乗される場合、その介護者の方が所持できます。 

３）12 歳未満の第２種身体障害者手帳・第 2 種療育手帳・第 2 種精

神障害者保健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第２種の

記載のあるものに限る）の交付を受けた方の介護者として同一の期

間・区間を同乗される場合、その介護者の方が所持できます。 

発売日 

（更新日） 

から 6 ヶ月 

キッズＩｒｕＣａ 
6 歳以上 12 歳未満の方が所持できます。（13 歳未満の小学校の児童

を含む。） 

毎年 

3 月 31 日 

ゴールドＩｒｕＣａ 高松市または綾川町在住で満 70 歳以上の方が所持できます。 

発売日 

（更新日） 

から 6 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３－２（第３５条）ＩｒｕＣａ定期券の所持資格 

発売券種 所持資格 

通勤 

ＩｒｕＣａ 

定期券 

大人 なし 

こども 6 歳以上 12 歳未満（13 歳未満の小学校の児童を含む。）の方が所持できます。 

障害者 

１）第 1 種身体障害者手帳・第 1 種療育手帳・第 1 種精神障害者保健福祉手帳

（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種の記載のあるものに限る）の交付を

受けた方が介護者と同一の期間・区間を同乗される場合、身体障害者とその介護

者の方が所持できます。 

２）12 歳未満の第２種身体障害者手帳・第 2 種療育手帳・第 2 種精神障害者保健

福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第２種の記載のあるものに限る）

の交付を受けた方の介護者として同一の期間・区間を同乗される場合、その介護

者の方が所持できます。 

通学 

ＩｒｕＣａ 

定期券 

大人 
学校教育法第 1 条に規定された学校及び同法 82 条・83 条に規定されかつ当社が

指定した学校の生徒であって、通学証明書を提出された方が所持できます。 

こども 
通学ＩｒｕＣａ定期券大人の発売条件に該当し、かつ 6 歳以上 12 歳未満（13 歳

未満の小学校の児童を含む）の方が所持できます。 

障害者 

通学ＩｒｕＣａ定期券大人の発売条件に該当し、かつ第 1 種身体障害者手帳・第

1 種療育手帳・第 1 種精神障害者保健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額

欄に第１種の記載のあるものに限る）の交付を受け、介護者と同一の期間・区間

を同乗される場合の身体障害者の方が所持できます。 

 

項 目 

第 1 種 身体障害者 

第 1 種 知的障害者 

第１種 精神障害者 

第 2 種 身体障害者 

第 2 種 知的障害者 

第２種 精神障害者 被爆者 

本 人 障害者と 

介護者が 

利用 

障害者のみ単独

の利用 

12 歳未満の 障

害者と介護者が

利用 

障害者のみ単独

の利用 

通勤ＩｒｕＣａ 

定期券 
● × ● × × 

通学ＩｒｕＣａ 

定期券 
● × ● × × 

●印  障害者割引が適用    ×印  障害者割引は非適用 

 （注） １）障害者割引の定期券は障害者本人と介護者がともに乗車する場合にのみ発売します。障害者が単独で乗

車する場合は発売できません。２）介護者には通勤ＩｒｕＣａ定期券（障害者割引適用）を発売します。 

 

別表３－３ 障害者等の割引適用条件一覧 

券種 適用者 割引率 

通勤ＩｒｕＣａ定期券 障害者本人・介護者 通勤定期券の半額  ※ 

通学ＩｒｕＣａ定期券 障害者本人 通学定期券の半額  ※ 

※但し、こども用ＩｒｕＣａ定期券については小児旅客運賃から更なる割引はしません。 

 



別表４（第３３条）回数割引の割引率一覧表 

利用回数/

月間 

計算に使用する割引率 実質割引率 

１回～ 

10 回 

11 回～ 

30 回 

31 回～ 

40 回 

41 回～ 

50 回 

51 回 

以上 

１回～ 

10 回 

11 回～ 

30 回 

31 回～ 

40 回 

41 回～ 

50 回 

51 回 

以上 

           

スクール 

ＩｒｕＣａ 
５％ １５％ ２５％ ３０％ ３５％ 

2.6～ 

5.3％ 

10.5～ 

14.9％ 

21.1～ 

25.0％ 

26.3～ 

30.0％ 

31.6～ 

34.9％ 

           

 

別表５－１（第１９条・第３５条）            別表５－２（第１９条） 

ＩｒｕＣａ乗車券 購入申込書の様式           ゴールドＩｒｕＣａ専用購入申込書の様式  

  

-

１．電車及びバスをご利用される頻度を下記よりお選びください。

２．これまでに、電車やバスを利用された際の、運賃のお支払方法を

　　下記より、お選び下さい。

・ゴールドIruCaの利用対象者については、IruCa取扱窓口の係員にお問い合わせ下さい。

・ご記入いただいた個人情報は、IruCaに関するお知らせ、電車・バスに関する情報提供など、お客様へのよりよい

　サービスを提供する目的でのみ使用し、お客様の承諾なく、第三者に開示、提供することはありません。

ことでん記入欄     

K D

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

             　　　　　  

男・女

姓 名
年　　月　　日

パスポート

 対象となる自治体に
　○をつけて下さい。

カードＩＤｉ

本人確認に使用した証明書

自動車運転免許証・運転経歴証明書

住民基本台帳カード（写真付）

　高松市　・　綾川町
その他、備考欄

【重要】

・ほぼ毎日 ・週に1,2回 ・月に1,2回 ・ほとんど利用しない ・その他（　　 　     ）

・切符及び現金 ・IruCa（・フリー・シニア ・定期 ・その他） ・その他（　　　　　　）

以下のアンケートにご協力お願い致します。該当する項目に ○ をつけて下さい。

保険証

受付駅 受付者

　また、更新の際はご本人確認（名前、生年月日、住所）ができる証明書をご提示下さい。

 初回購入金額には、カード預かり金500円を
 含んだ額をご記入下さい。
 例 初回購入金額を2,000円と記入された場合、
　　 1,500円が初回利用可能額となります。

日中連絡のとれる
電話番号をご記入下さい。

郵　便　番　号

名 前

フリガナ

住　所

ゴールドIruCa（ｲﾙｶ）専用 購入申込書

・正確にご記入頂いていない場合、IruCa乗車券の再発行、払い戻しが出来ない場合があります。   

・ゴールドIruCaは6ヵ月に1度、カードの更新が必要です。IruCa取扱窓口までお越し下さい。

年齢

      　歳

電　　話 (              )　　　　　　　－　　　　　　　　　　

生 年 月 日

　　　　　　　　　　　　　　　円 

年　　 　 　月　 　　　 日 お申込み日

初回購入金額

性　別フリガナ



ＩＣカード乗車券取扱規定（ことでんバス編） 

 

第 1 章 総則 

（この規定の目的） 

第１条 この規定は、ことでんバス株式会社（以下「当社」といいます。）が、 ＩＣカードを媒体とした乗車

券及びストアードフェアカード（以下「ＩＣカード乗車券」といいます。）による当社路線に係る旅

客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目

的とします。 

（適用範囲） 

第２条 高松琴平電気鉄道株式会社が発行するＩＣカード乗車券（以下「ＩｒｕＣａ乗車券」といいます。）

による当社路線に係る旅客の運送等については、この約款の定めるところによります。 

２ この約款が改定された場合、以後のＩｒｕＣａ乗車券による旅客の運送等については、改定された

約款の定めるところによります。 

３ この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。別に定めるものの主なもの

には、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款（昭和６２年４月 1 日実施）があります。 

（用語の意義） 

第３条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとします。 

（１）｢当社路線｣とは、当社の経営する全路線をいいます。 

（２）「ＳＦ（ストアードフェア）」とは、ＩｒｕＣａ乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃

の支払いに充当するものをいいます。 

（３）「ＩｒｕＣａ」とは、ストアードフェアカード（切符を購入するのではなく、リーダーライターで

直接運賃の支払を行うカード）の機能のみをもつＩＣカード乗車券をいいます。 

（４）「ＩｒｕＣａ定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、高松琴平電気鉄道株

式会社が運行する電車の定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつＩＣカード乗車券を

いい、当社ではＳＦ部分のみ利用できます。 

（５）「リーダーライター（R/W）」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするため乗車口に設

置したもの（以下「乗車 R/W」といいます）と降車処理をするため降車口の運賃箱に組み込まれ

て設置したもの（以下「降車 R/W」）があります。 

（６）｢チャージ」とは、ＩｒｕＣａ乗車券に入金してＳＦを積み増しすることをいいます。 

（７）「デポジット｣とは、返却することを条件にＩＣカード乗車券の利用権の代価として収受するもの

をいいます。 

（ＩｒｕＣａ乗車券の種類） 

第４条 当社で利用できるＩｒｕＣａ乗車券の種類は別表１に定めるものとします。 

（契約の成立時期及び適用規定） 

第５条 ＩｒｕＣａ乗車券による契約の成立時期は、ＩｒｕＣａ乗車券を購入したときとします。 

２ 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車 R/W で乗車処理をしたときとします。 

（規定等の変更） 

第６条 これに基づいて定められた規定等は、予告なしに変更することがあります。 

 



（旅客の同意） 

第７条 旅客は、これに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。 

（利用エリア） 

第８条 ＩｒｕＣａ乗車券の利用エリアは当社全路線とします。 

（使用方法） 

第９条 ＩｒｕＣａ乗車券を用いて乗車するときは乗車 R/W で乗車処理を行い、降車するときは降車 R/W

で降車処理を行わなければなりません。 

（発売箇所） 

第１０条 ＩｒｕＣａの発売はＩｒｕＣａ取扱い窓口で行います。 

２ 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがあります。 

（制限事項等） 

第１１条 1 回の乗車につき、2 枚以上のＩｒｕＣａ乗車券を同時に使用することはできません。 

２ 乗車時に使用したＩｒｕＣａ乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ＩｒｕＣａ乗車券で再

び乗車することはできません。 

３ 次の各号の１に該当する場合には、ＩｒｕＣａ乗車券は直接リーダーライターで使用することがで

きません。 

（１）乗車時にＳＦ残額がない（0 円）とき 

（２）降車時にＳＦ残額が減額する運賃相当額に満たないとき 

（３）ＩｒｕＣａ乗車券の破損、リーダーライターの故障等によりＩｒｕＣａ乗車券の内容の読み取り

が不能となったとき 

４ 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａ乗車券を使用することはできません。 

（制限又は停止） 

第１２条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をするこ

とがあります。 

（１）発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止 

（２）乗車区間・乗車経路・乗車方法・降車方法の制限 

２ 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示します。 

３ 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。 

（IC カードの所有権） 

第１３条 ＩｒｕＣａ乗車券に使用するＩＣカードの所有権は発行元である高松琴平電気鉄道株式会社に帰属し

ます。 

２ ＩｒｕＣａ乗車券が不要となったとき及びそのＩｒｕＣａ乗車券を使用する資格を失ったときは、

ＩＣカードを返却しなければなりません。 

３ 高松琴平電気鉄道株式会社の都合により、予告なく貸与したＩＣカードを交換することがありま

す。 

（デポジット） 

第１４条 当社はＩｒｕＣａ乗車券を発売するにあたり、高松琴平電気鉄道株式会社が所有するＩＣカードを旅

客に貸与するものとます。この場合、デポジットとしてＩＣカード１枚につき 500 円を収受します。 

２ 前項にかかわらず、デポジットの額を変更することがあります。 

３ ＩｒｕＣａ乗車券として利用したＩＣカードを旅客が返却したときは、第 15 条、第 24 条、第 25

条に定める場合を除き、当社は発売時に収受したデポジットを返却します。 



４ デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。 

（IruCa 乗車券の失効） 

第１５条 カードの交換、ＳＦの使用、ＳＦのチャージ又はＩｒｕＣａ乗車券の更新のいずれかの取扱いを行っ

た日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合にはＩｒｕＣａ乗車券は失効

します。 

２ 前項により失効したＩＣカードのＳＦ及びデポジットの返却を請求することはできません。 

（チャージ） 

第１６条 旅客はＩｒｕＣａ乗車券に、降車 R/W、ＩｒｕＣａ取扱い窓口及び自動チャージ機でチャージする

ことができます。 

２ ＩｒｕＣａ乗車券には、別表２に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、１

枚当たりのＳＦ残額は 20,000 円を超えることはできません。 

（ＳＦ残額の確認） 

第１７条 旅客はＩｒｕＣａ乗車券のＳＦ残額をリーダーライター又は自動チャージ機及びＩｒｕＣａ取扱い窓

口で確認することができます。 

（ＳＦ利用履歴の確認） 

第１８条 旅客はＩｒｕＣａ乗車券の利用履歴をＩｒｕＣａ取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認する

ことができます。 

（１）利用履歴は、最近の利用履歴から 60 件までさかのぼって印字することができます。 

（２）利用履歴の印字内容は，ＳＦを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とします。 

（３）次の場合、利用履歴の確認はできません。 

ア 降車処理がされていない利用履歴 

イ 第 9 条の規定により改札を受ける場合で、自働改札機による処理が完全に行われなかったとき

の履歴 

ウ 26 週間を経過した利用履歴 

第 2 章 IruCa（IruCa 定期券の SF 部分を含む） 

（IruCa 所持資格） 

第１９条 ＩｒｕＣａ各種カードの所持資格は別表３に定めるものとします。 

２ ｢スクールＩｒｕＣａ｣、「グリーンＩｒｕＣａ」、｢キッズＩｒｕＣａ｣、「ゴールドＩｒｕＣａ」の購

入に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表５に定めるＩｒｕＣａ購入申込書（ゴール

ドＩｒｕＣａについては、別表６に定める専用購入申込書）に記載し、提出しなければなりませ

ん。 

３ ｢スクールＩｒｕＣａ｣、｢グリーンＩｒｕＣａ｣、｢キッズＩｒｕＣａ｣、「ゴールドＩｒｕＣａ」は個

人で複数枚を購入することはできません。 

（発売額） 

第２０条 ＩｒｕＣａの発売額は 2,000 円（デポジット 500 円を含む）です。 

２  前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。 

（更新期限） 

第２１条  「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」に

はカード利用の更新期限があります。各種ＩｒｕＣａの更新期限は別表３に定めるものとし、「スク

ールＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、の更新はＩｒｕＣａ取扱い窓口において更新期限の 14 日前



より受け付けます。「グリーンＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」の更新はＩｒｕＣａ取扱い窓口

において随時受け付けます。「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣ

ａ」の更新手続きには学生証、公的証明書、身体障害者手帳等の提示による本人確認が必要となりま

す。 

（運賃の減額） 

第２２条 ＩｒｕＣａを第９条の規定により使用する場合、降車時にＩｒｕＣａのＳＦから当該乗車区間の片道

普通旅客運賃を減額します。この場合、「グリーンＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」は片道普通

旅客運賃の半額の運賃を「キッズＩｒｕＣａ」は小児片道普通旅客運賃を、その他のＩｒｕＣａにあ

っては片道普通旅客運賃を出場時にＳＦから減額します。 

（効力） 

第２３条 第９条の規定により使用する場合のＩｒｕＣａの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）当該乗車区間において片道１回の乗車に限り有効なものとします。また、「フリーＩｒｕＣａ」か

ら大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児が使用することが

できます。 

（２）「スクールＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」は

記名人のみが使用することができます。 

（３）途中下車の取扱いはしません。 

（４）乗車後は、当日に限り有効とします。 

（無効となる場合） 

第２４条 ＩｒｕＣａは、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却

しません。 

（１）「スクールＩｒｕＣａ」「グリーンＩｒｕＣａ」、「キッズＩｒｕＣａ」、「ゴールドＩｒｕＣａ」を

本人以外の者が使用した場合 

（２）ＩｒｕＣａを所持する旅客が第 19 条で定める所持資格を失った後に当該ＩｒｕＣａを使用した

場合 

（３）旅行開始後のＩｒｕＣａを他人から譲り受けて使用した場合 

（４）その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａを使用した場合は、前各項の規定を準用します。 

（不正使用未遂の場合の取扱方） 

第２５条 偽造、変造又は不正に作成されたＩｒｕＣａを使用しようした場合は、これを無効として回収しま

す。 

２ 前項に規定するほか，ＩｒｕＣａを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効と

して回収することがあります。 

３ 前各号により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。 

（不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等） 

第２６条 第 24 条第１項の規定により、ＩｒｕＣａを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区

間に対する片道普通旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 

２ 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合

は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算します。 

 

（紛失再発行） 



第２７条 ＩｒｕＣａを紛失した場合で、別に定める申込書をＩｒｕＣａ取扱い窓口に提出したときは、次の各

号の条件を満たす場合に限って、紛失したＩｒｕＣａの使用停止措置を行い、その翌々日の窓口営業

日から 14 日以内に再発行を行います。 

（１）申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する

旅客が当該ＩｒｕＣａ記名人本人であることを証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。 

（３）再発行を行う前に、ＩｒｕＣａの処理を行う全ての機器に対して当該ＩｒｕＣａの使用停止措置

が完了していること。 

２ 「フリーＩｒｕＣａ」であっても、前項（２）の情報を登録したＩｒｕＣａについては、再発行が

可能です。 

３ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するＩｒｕＣａ１枚につき紛失再発行手数料 100

円とデポジット 500 円を現金で収受します。 

４ 当該ＩｒｕＣａの使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。 

５ 第１項及び第２項の取扱いを行った後に、紛失したＩｒｕＣａを発見した場合は、旅客は、これを

ＩｒｕＣａ取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅

客が紛失したＩｒｕＣａとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名

人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いをおこないます。 

（当社の免責事項） 

第２８条 紛失したＩｒｕＣａの使用停止措置が完了するまでの間に当該ＩｒｕＣａの払いもどしや SF の使用

等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。 

（障害再発行） 

第２９条 ＩｒｕＣａの破損等によってＩｒｕＣａの処理を行う機器での取扱い不能となった場合は、その原因

が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をＩｒｕＣａ取扱い窓口に提出した

ときは、当該ＩｒｕＣａのＳＦ残額と同額のＩｒｕＣａの再発行の取扱いを行うことがあります。た

だし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行

いません。 

（払いもどし） 

第３０条 旅客は、ＩｒｕＣａが不要となった場合は、これをＩｒｕＣａ取扱い窓口に差し出して、当該Ｉｒｕ

ＣａのＳＦ残額の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出

し、かつ公的証明書等の提示により当該ＩｒｕＣａの記名人本人であることを証明したとき（無記名

の「フリーＩｒｕＣａ」はこの限りでない）に限って払いもどしを行い、デポジットを返却します。

この場合、手数料としてＩｒｕＣａ１枚につき 100 円を申し受けます。 

２ 前条にかかわらず、ＩｒｕＣａを所持する旅客が別表３で定める所持資格を失ったＩｒｕＣａの払

いもどしをする場合は、手数料を収受しません。 

（回数割引） 

第３１条 第 22 条による減額を行う場合、｢スクールＩｒｕＣａ｣は、利用回数に応じた割引（以下｢回数割引｣

といいます。) を適用した割引後の額を減額します。なお、回数割引の割引額は、片道普通旅客運賃

に別表４に定める利用回数に応じた割引率を乗じ、計算で生じた 10 円未満の端数は切捨てます。た

だし、切捨てることにより割引が生じない場合に限り切上げます。 

２ 回数割引の適用期間は、カード購入後の初回乗車日を割引開始日とし、その日から１ヶ月後を割引

終了日とします。更に、割引終了日を過ぎた初回乗車日を新たな割引開始日とし、その日から１ヶ



月後を次の割引終了日とします。以後、この適用期間を繰り返します。 

３ 回数割引の割引率を求める利用回数は、割引を受けようとする乗車を含めて積算した利用回数で

す。なお、割引開始日から積算を開始し割引終了日を過ぎた時点でそれまで積算してきた利用回数

は初期化されます。 

４ 前項にかかわらず、割引率を変更することがあります。 

５ 「フリーＩｒｕＣａ」、「グリーンＩｒｕＣａ」、｢キッズＩｒｕＣａ｣、「ゴールドＩｒｕＣａ」には

回数割引は適用されません。 

（電車との乗継割引） 

第３２条 第 32 条 「フリーＩｒｕＣａ」、「スクールＩｒｕＣａ」を使用して高松琴平電気鉄道株式会社の電

車からバスを同日中に乗り継いだ場合、電車とバスを乗り継いだことによる割引（以下｢乗継割引｣と

いいます。）を適用した割引後の額を減額します。ただし、バスから電車に乗り継いで既に電車運賃

で乗継割引の適用を受けた場合は、その後バスに乗り継いでも、連続して乗継割引の適用はありませ

ん。 

２ 前項にかかわらず、高松琴平電気鉄道株式会社が発行するＩｒｕＣａ定期券の券面表示が定期有効

期間内で「通勤ＩｒｕＣａ定期券（大人）」、「通学ＩｒｕＣａ定期券（大人）」の SF を利用して当

社路線を利用した場合、乗継したものとみなし、バス運賃より割引します。 

３ 乗継割引は、当社と高松琴平電気鉄道株式会社及び高松市補助金の合計１００円を運賃から割引き

ます。 

４ 前項にかかわらず、割引額を変更することがあります。 

５ 「グリーンＩｒｕＣａ」、｢キッズＩｒｕＣａ｣、「ゴールドＩｒｕＣａ」には乗継割引は適用されま

せん。 

（バスとの乗継割引） 

第３３条 「フリーＩｒｕＣａ」、「スクールＩｒｕＣａ」を使用してバス・バス乗継割引対象路線から同日中に

ことでんバスへ乗り継いだ場合、乗り継いだことによる割引（以下｢バス・バス乗継割引｣といいま

す。）を適用した割引後の額を減額します。ただし、ことでんバスからバス・バス乗継割引対象路線

に乗り継いで既にバス・バス乗継割引の適用を受けた場合は、その後ことでんバスに乗り継いでも、

連続してバス・バス乗継割引の適用はありません。 

２ バス・バス乗継割引対象路線は次のとおりです。 

塩江町コミュニティバス 

国分寺町コミュニティーバス 

山田地区乗合タクシー 

３ バス・バス乗継割引は、当社と高松市補助金の合計１００円を運賃から割引きます。 

４ 前項にかかわらず、割引額を変更することがあります。 

５ 「グリーンＩｒｕＣａ」、｢キッズＩｒｕＣａ｣、「ゴールドＩｒｕＣａ」にはバス・バス乗継割引は

適用されません。 

６ ことでんバス同士の乗継については適用されません。 

 

第 3 章 IC カード乗車券の他社利用 

（他社でのＩｒｕＣａ乗車券による乗車の取扱方） 

第３４条 第８条の規定にかかわらず、当社以外でＩｒｕＣａ乗車券が利用できる施設（以下、｢他の施設｣とい



います。）において、ＩｒｕＣａ乗車券による取扱いを行います。 

２ ＩｒｕＣａ乗車券が利用できる他の施設は次のとおりです。 

高松琴平電気鉄道株式会社の定める区間 

小豆島オリーブバス株式会社の定めるバス路線内 

大川自動車株式会社の定めるバス路線内 

高松市等香川県内の自治体が定めるコミュニティ・バス及び乗合タクシー路線内 

（他の施設における取扱い範囲等） 

第３５条 他の施設におけるＩｒｕＣａ乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによります。 

第 4 章 IruCa 提携カード 

（IruCa 提携カードの取扱い） 

第３６条 企業・学校など他の団体と提携して発行するＩｒｕＣａ提携カードの取扱いについては、当該団体と

高松琴平電気鉄道株式会社との間で定めるところによります。 

第 5 章 他社が発行した IC カード乗車券 

（他社が発行した IC カード乗車券による乗車等の取扱い） 

第３７条 他社が発行したＩＣカード乗車券のうち、当社で利用が可能なものについては、当社全路線内におい

て乗車等の取扱いを行います。 

２ 他社が発行したＩＣカード乗車券のうち、当社全路線で利用が可能なＩＣカード乗車券は次のとお

りとします。ただし、各社が発行する特定割引（小人割引を除く）が設定されているカードは使用

できないものとします。 

（1） Kitaca （北海道旅客鉄道株式会社発行） 

（2） PASMO （株式会社パスモ発行） 

（3） SuＩＣa （東日本旅客鉄道株式会社発行） 

（4） モノレール SuＩＣa （東京モノレール株式会社発行） 

（5） りんかい SuＩＣa （東京臨海高速鉄道株式会社発行） 

（6） manaca/マナカ  （株式会社エムアイシー/株式会社名古屋交通開発機構発行） 

（7） TOＩＣA （東海旅客鉄道株式会社発行） 

（8） PiTaPa （株式会社スルッと KANSAI 発行） 

（9） ＩＣOCA （西日本旅客鉄道株式会社発行） 

（10）はやかけん （福岡市交通局発行） 

（11）nimoca （株式会社ニモカ発行） 

（12）SUGOCA （九州旅客鉄道株式会社発行） 

３ 前項に定めるＩＣカード乗車券で当社全路線において乗車等の取扱いをする場合は、第 5 条から第

8 条まで、第 11 条、第 12 条、第 22 条から第 26 条までの規定を準用します。この場合、他社が発

行したＩＣカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ＩｒｕＣａ」の規定を準用す

るものとします。 

４ 他社が発行したＩＣカード乗車券に対するＩｒｕＣａポイントサービスの取扱い、他社ＩＣカード

乗車券の発売、券面表示事項の再印字、個人情報の書換え、紛失再発行、障害再発行、交換、移し

替え、払いもどしを行いません。 

 



（他社が発行した IC カード乗車券の使用方法） 

第３８条 他社が発行したＩＣカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車 R/W で乗車処理を行い、降車する

ときは降車 R/W で降車処理を行わなければなりません。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券の所有権） 

第３９条 他社が発行したＩＣカード乗車券の所有権は、発行社局の約款および取扱い規則によります。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券のチャージ） 

第４０条 他社が発行したＩＣカード乗車券は、降車 R/W、ＩｒｕＣａ取扱い窓口でチャージすることができ

ます。 

２ 他社が発行したＩＣカード乗車券のチャージ限度額については、発行社局の約款および取扱い規則

によります。 

（他社が発行したＩＣカード乗車券のＳＦ残額の確認） 

第４１条 旅客は、他社が発行したＩＣカード乗車券のＳＦ残額をリーダーライター又はＩｒｕＣａ取扱い窓口

で確認することができます。 

（ＳＦ利用履歴の確認） 

第４２条 旅客は他社が発行したＩＣカード乗車券の利用履歴をＩｒｕＣａ取扱い窓口にて、次の各号に定める

とおり確認することができます。 

（１）利用履歴は、最新２６週間の利用履歴から 20 件までさかのぼって印字することができます。た

だし、当社内の利用履歴以外について印字できないものがあります。 

（２）利用履歴の印字内容は、ＳＦを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とします。ただし、

当社内の利用履歴以外について表示できないものがあります。 

（３）次の場合、利用履歴の確認はできません。 

ア 降車処理がされていない利用履歴 

イ 26 週間を経過した利用履歴 

附 則  この約款は、平成 16 年 1１月 24 日から施行します。 

一部改正  平成 21 年 3 月 31 日 

一部改正  平成 23 年 1 月 11 日 

一部改正  平成 24 年 4 月 1 日 

一部改正  平成 26 年 10 月 1 日 

一部改正  平成 29 年 10 月 1 日 

一部改正  平成 31 年 3 月 2 日 

一部改正  令和 2 年 12 月 1 日 

一部改正  令和 3 年 10 月 1 日 

一部改正  令和８年２月１日 

 

【ＩｒｕＣａ取扱い窓口】 

高松駅バス定期券発売所 

瓦町バス定期券発売所 

バス車内（無記名フリーＩｒｕＣａ乗車券のみ発売） 

 

 

 



別表１ （第４条） ＩｒｕＣａ乗車券の種類 

種    類 対    象 

ＩｒｕＣａ 

フリ－ 

ＩｒｕＣａ 

一般の方を対象としたストア－ドフェアカードの機能を持つ乗車券を

いいます。 

スク－ル 

ＩｒｕＣａ 

学生の方を対象としたストア－ドフェアカードの機能を持つ乗車券を

いいます。 

グリ－ン 

ＩｒｕＣａ 

障害者の方を対象としたストア－ドフェアカードの機能を持つ乗車券

をいいます。 

キッズ 

ＩｒｕＣａ 

こどもの方を対象としたストア－ドフェアカードの機能を持つ乗車券

をいいます。 

ゴールド 

ＩｒｕＣａ 

高松市または綾川町在住で満７０歳以上の方を対象としたストア－ド

フェアカードの機能を持つ乗車券をいいます。 

※ 

Ｉｒｕ

Ｃａ 

定期券 

通勤 

Ｉｒｕ

Ｃａ 

定期券 

大人 
一般の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ定期券を

いいます。 

こども 
小児の方を対象としたストアードフェアカード（キッズＩｒｕＣａ）

の機能をもつ定期券をいいます。 

障害者 
障害者の方を対象としたストアードフェアカード（グリーンＩｒｕＣ

ａ）の機能をもつ定期券をいいます。 

通学 

Ｉｒｕ

Ｃａ 

定期券 

大人 
通学を目的とする一般の方を対象としたストアードフェアカードの機

能をもつ定期券をいいます。 

こども 
通学を目的とする小児の方を対象としたストアードフェアカード（キ

ッズＩｒｕＣａ）の機能をもつ定期券をいいます。 

障害者 
通学を目的とする障害者の方を対象としたストアードフェアカード

（グリーンＩｒｕＣａ）の機能をもつ定期券をいいます。 

※当社においては、ＩｒｕＣａ定期券のＳＦ部分のみが利用できます。 

 

別表２ （第１６条） チャ－ジ額 

取扱い窓口 １回当たりの積み増し取り扱い金額 

高松駅バス案内所 
２万円以下の１，０００円単位の任意の額 

瓦町バス案内所 

バス車内 1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 

自動チャージ機 1,000 円 2,000 円 5,000 円 10,000 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ （第１９条） ＩｒｕＣａの所持資格 

種別 所持資格 更新期限 

フリーＩｒｕＣａ なし なし 

スクールＩｒｕＣａ 

学校教育法第１条に規定された学校及び同法８２条・８

３条規定されかつ当社が指定した学校の生徒の方が所持

できます。 

毎年３月３１日 

グリーンＩｒｕＣａ 

1)身体障害者手帳・療育手帳・被爆者手帳・精神障害者保 

健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種

または第２種の記載のあるものに限る）の交付を受けた

方が所持できます。 

2)第１種身体障害者手帳・第１種療育手帳・第 1 種精神

障 害者保健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄

に第１種の記載のあるものに限る）の交付を受けた方が

介護者と同一の期間・区間を同乗される場合、その介護

者の方が所持できます。 

3)１２歳未満の第２種身体障害者手帳・第２種療育手帳・

第２種精神障害者保健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客

運賃減額欄に第２種の記載のあるものに限る）の交付を

受けた方の介護者として同一の期間・区間を同乗される

場合、その介護者の方が所持できます。 

発売日（更新日）か

ら６ヶ月 

キッズＩｒｕＣａ 
６歳以上１２歳未満の方が所持できます。（１３歳未満

の小学校の児童を含む） 
毎年３月３１日 

ゴールドＩｒｕＣａ 
高松市または綾川町在住で満７０歳以上の方が所持でき

ます。 

発売日（更新日）か

ら６ヶ月 

別表４ （第３１条）回数割引の割引率一覧表 

利用回数 

/月間 

計算に使用する割引率 実質割引率 

１回～

10 回 

11 回～

30 回 

31 回～

40 回 

41 回～

50 回 

51 回 

以上 

１回～ 

10 回 

11 回～

30 回 

31 回～

40 回 

41 回～

50 回 

51 回 

以上 

           

スク－ル 

ＩｒｕＣａ 
15% 25% 30% 40% 50% 

9.1～

15.0% 

18.2～

25.0% 

25.0～

30.0% 

35.3～

40.0% 

45.5～

50.0% 

           

グリ－ン 

ＩｒｕＣａ 

普通旅客運賃の半額 
キッズ 

ＩｒｕＣａ 

ゴールド 

ＩｒｕＣａ 

 

 

 



別表５ （第１９条）                別表６ （第１９条） 

ＩｒｕＣａ乗車券 購入申込書の様式         ゴールドＩｒｕＣａ専用購入申込書 

 

  

-

１．電車及びバスをご利用される頻度を下記よりお選びください。

２．これまでに、電車やバスを利用された際の、運賃のお支払方法を

　　下記より、お選び下さい。

・ゴールドIruCaの利用対象者については、IruCa取扱窓口の係員にお問い合わせ下さい。

・ご記入いただいた個人情報は、IruCaに関するお知らせ、電車・バスに関する情報提供など、お客様へのよりよい

　サービスを提供する目的でのみ使用し、お客様の承諾なく、第三者に開示、提供することはありません。

ことでん記入欄     

K D

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

             　　　　　  

男・女

姓 名
年　　月　　日

パスポート

 対象となる自治体に
　○をつけて下さい。

カードＩＤｉ

本人確認に使用した証明書

自動車運転免許証・運転経歴証明書

住民基本台帳カード（写真付）

　高松市　・　綾川町
その他、備考欄

【重要】

・ほぼ毎日 ・週に1,2回 ・月に1,2回 ・ほとんど利用しない ・その他（　　 　     ）

・切符及び現金 ・IruCa（・フリー・シニア ・定期 ・その他） ・その他（　　　　　　）

以下のアンケートにご協力お願い致します。該当する項目に ○ をつけて下さい。

保険証

受付駅 受付者

　また、更新の際はご本人確認（名前、生年月日、住所）ができる証明書をご提示下さい。

 初回購入金額には、カード預かり金500円を
 含んだ額をご記入下さい。
 例 初回購入金額を2,000円と記入された場合、
　　 1,500円が初回利用可能額となります。

日中連絡のとれる
電話番号をご記入下さい。

郵　便　番　号

名 前

フリガナ

住　所

ゴールドIruCa（ｲﾙｶ）専用 購入申込書

・正確にご記入頂いていない場合、IruCa乗車券の再発行、払い戻しが出来ない場合があります。   

・ゴールドIruCaは6ヵ月に1度、カードの更新が必要です。IruCa取扱窓口までお越し下さい。

年齢

      　歳

電　　話 (              )　　　　　　　－　　　　　　　　　　

生 年 月 日

　　　　　　　　　　　　　　　円 

年　　 　 　月　 　　　 日 お申込み日

初回購入金額

性　別フリガナ



ＩｒｕＣａ電子マネー取扱約款 

 

（この約款の目的） 

第１条 この約款は、高松琴平電気鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、ＩｒｕＣａ電子マネーの

利用者に提供する加盟店におけるサービス内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めること

を目的とします。 

（適用範囲） 

第２条 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この約款の定めるところによります。 

２ ＩＣカード等による旅客の運送等については、「高松琴平電気鉄道株式会社ＩＣカード乗車券取扱約

款（平成１６年１１月２４日公告）」（以下「ＩＣカード乗車券取扱約款」といいます。）その他の利

用できる施設が別に定めるものによります。 

（用語の意義） 

第３条 この約款における主な用語の定義は、次の各号に定めがない場合、ＩＣカード乗車券取扱約款に定め

るとおりとします。 

（１）「ＩｒｕＣａ電子マネー」とは、発行者が発行した、ＩＣカード等に記録された金銭的価値をいい

ます。 

（２）「ＩＣカード等」とは、利用者がＩｒｕＣａ電子マネーを保管・利用するための、ＩＣチップを内

蔵する「ＩｒｕＣａ」、「ＩｒｕＣａ定期券（ストアードフェアカードの機能をもつものに限りま

す。）」等の記録媒体をいいます。 

（３）「発行者」とは、当社又は、当社との提携によりＩＣカード等を発行する会社もしくは組織をいい

ます。 

（４）「利用者」とは、ＩｒｕＣａ電子マネー取扱約款に同意し、ＩｒｕＣａ電子マネーを利用される方

をいいます。 

（５）「チャージ」とは、当社が定める方法でＩＣカード等にＩｒｕＣａ電子マネーを積み増しすること

をいいます。 

（６）「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、ＩｒｕＣａ電子マネーの読取り、引去り及び当社が特

に認めた場合は書込みをすることができる機器（リーダ・ライタ）をいいます。 

（７）「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ＩＣカード等に記録されている一定

額のＩｒｕＣａ電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ＩＣカード等又は加盟店の端末に

同額のＩｒｕＣａ電子マネーが積み増しされることをいいます。 

（８）「加盟店」とは、当社とＩｒｕＣａ電子マネー利用加盟店契約を締結し、ＩｒｕＣａ電子マネーの

利用により、利用者に物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品等（以下、「商品等」といい

ます。）を提供するものをいいます。当社が、ＩｒｕＣａ電子マネーの利用により、利用者に商品

等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。 

（９）「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、商品等を購入し、金銭等に換えてＩｒｕＣａ電子

マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。 

（１０）「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管

理する端末をいいます。 

（加盟店での電子マネーの利用） 

第４条 利用者は、別表第１号のＩｒｕＣａ電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、ＩｒｕＣａ電



子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。 

２ 前項の定めにかかわらず、利用者は、１回の電子マネー取引につき２枚以上のＩＣカード等を同時

に利用することはできません。 

３ 第１項の場合、利用者のＩＣカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するＩｒｕ

Ｃａ電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の

金銭の支払いがなされたものとします。 

４ 商品等の代金額及びＩｒｕＣａ電子マネー残額は、ＩｒｕＣａ電子マネーの移転が完了した時点

で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示額及びＩｒｕＣａ電子マネー残額表示金

額に誤りのないことを確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利

用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。 

５ 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用

者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を負わないものとします。 

（前条のご利用後に生じた事由） 

第５条 前条のＩｒｕＣａ電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間でＩｒｕＣａ電子マネー移

転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該Ｉｒ

ｕＣａ電子マネーの返還はできません。 

（ＩｒｕＣａ電子マネーが利用できない場合） 

第６条 利用者には、以下の各号に定める場合においては、第４条に基づくご利用ができないことをあらかじ

めご承認いただきます。 

（１）利用者のＩＣカード等に記録保存されていたＩｒｕＣａ電子マネーが、変造又は不正に作成され

たものであるとき。 

（２）システムの通信時、又はシステムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。 

（３）システムの障害時、ＩＣカード等もしくは端末の破損又は電磁的影響その他事由によるＩｒｕＣ

ａ電子マネーの破損もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。 

（４）ＩＣカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、Ｉ

Ｃカード乗車券取扱約款に定めるものに従って、無効となり回収された場合。 

（５）ＩｒｕＣａ電子マネーの利用又はＩｒｕＣａ電子マネーのチャージのいずれかの取扱い（ＩＣカ

ード乗車券取扱約款に定める自動改札機での入場又は出場、SF の使用、SF のチャージ又はＩｒ

ｕＣａ乗車券の更新、カード交換を含みます。）を行った日の翌日を起算として、10 年間これら

の取扱いが行われなかった場合。 

（６）その他やむを得ない事由のある場合。 

（取扱対象外商品等） 

第７条 有価証券及び金券等のほか、当社が別途定める商品等については、ＩｒｕＣａ電子マネー取引はでき

ません。 

（責任制限） 

第８条 ＩｒｕＣａ電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害につい

ては、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。 

（約款の変更） 

第９条 当社は、本約款を変更することができるものとします。 

２ 本約款を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知す

るものとします。当該告知後、利用者がＩｒｕＣａ電子マネーを購入又は使用したときは、当社は



利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。 

（規定の準用） 

第１０条 ＩＣカード乗車券取扱約款の第１３条（ＩＣカードの所有権）、第１４条（デポジット）、第１５条

（ＩｒｕＣａ乗車券の失効）、第１６条（チャージ）、第１８条（ＳＦ利用履歴の確認）、第２７条

（紛失再発行）、第２８条（当社の免責事項）、第２９条（障害再発行）、第３０条（払いもどし）、そ

の他ＩＣカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の

規定は、ＩｒｕＣａ電子マネーについて、準用するものとし、この場合「ＳＦ」を「ＩｒｕＣａ電子

マネー」に、「ＩｒｕＣａ」「ＩｒｕＣａ定期券」「ＩｒｕＣａ乗車券」を「ＩＣカード等」と読み替

えることとします。但し、第１８条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容に、取

扱箇所（取扱加盟店）の印字及び表示は行いません。 

（ＩｒｕＣａ電子マネー用チャージ機でのチャージ） 

第１１条 ＩＣカード等にＩｒｕＣａ電子マネー用チャージ機でチャージを行うことができます。ただし、１枚

あたりのＩｒｕＣａ電子マネーの残額は２０，０００円を超えることはできません。 

 

附則 

この公告は、平成１８年１１月１日から施行します。 

平成１９年１２月３日 改定 

 

 

 

別表第１号（第４条第１項） 

加盟店に対する表示 

 

 


